
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

（改善基準告示）について

厚生労働省 富山労働局 高岡労働基準監督署



１．自動車運転者を取り巻く状況について

２．改正の内容ついて

３．時間労働及び休日労働に関する協定届について



トラックドライバーは自動車運転の業務の中でも、特に⾧時間労働の実態があり、全産業平均と
比べて、年間労働時間が２割程度⾧い状況にあります。

トラック運転者の年間労働時間の推移
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脳・心臓疾患の業種別・職種別支給決定件数

脳・心臓
疾患

２８.３％
（５５件）道路貨物運送業

１.０％
（２件）道路旅客運送業

１００％
（１９４件）全業種

脳・心臓
疾患

２２.１％
（６５件）道路貨物運送業

６.４％
（１９件）道路旅客運送業

１００％
（２９３件）全業種

【令和２年度】（2020年度） 【平成21年度】（2009年度）
※ 平成21年度より中分類を集計

－5.4

脳・心臓
疾患

３１．５％
（７６件）道路貨物運送業

２．５％
（６件）道路旅客運送業

１００％
（２４１件）全業種

＋3.2

＋1.5

＋6.2

○ 業種別

令和６年度の脳・心臓疾患の支給決定件数に占める道路貨物運送業の割合は31.5％であり、業種別で最も高かった。
（厚生労働省調べ）
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【令和６年度】（2024年度）



休息期間と睡眠時間

▸ 「休息期間が８時間未満」と回答した自動車運転者のうち、最も高い割合は、「睡眠時間５時間未満」であった。
▸ 「休息期間が８時間以上～１１時間未満」と回答した自動車運転者のうち、最も高い割合は、「睡眠時間６時間以上７時間
未満」であった。

▸ 「休息期間が１１時間以上」と回答した自動車運転者のうち、最も高い割合は、「睡眠時間７時間以上８時間未満」であっ
た。

（令和3年度「トラック運転車の労働時間等に係る実態調査事業報告書」（厚生労働省）を加工して作成)

睡眠時間(令和３年度)

無回答９時間以上８時間以上
９時間未満

７時間以上
８時間未満

６時間以上
７時間未満

５時間以上
６時間未満

５時間
未満

全体

(%)(%)(%)(%)(%)(%)(N)

116602803664782161961712休息期間

20.8--0.48.817.352.7226８時間
未満

全体

1.1-1.89.945.430.111.7282８時間以上
９時間未満

0.7-4.624.246.420.93.3153９時間以上
１０時間未満

1.80.916.830.541.26.22.7226１０時間以上
１１時間未満

0.86.931.232.821.44.42.5635１１時間以上

29.57.416.812.115.89.58.9190無回答
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１．自動車運転者を取り巻く状況について

２．改正の内容ついて

３．時間労働及び休日労働に関する協定届について



拘束時間と休息期間について

▸ 拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間をいう。

▸ 休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間をいう。

作業時間（運転・整備・荷扱い等）

手待ち時間（荷待ち等）

休憩時間
（仮眠時間を含む）

労働時間
（時間外労働時間・休
日労働時間を含む。）

拘束時間

拘束時間

休息期間

拘束時間

休息期間

24:00 終業

8:00 始業

23:00 終業

7:00 始業

１日（始業時刻から起算して24時間）の拘束時間の上限は16時間
（この事例だと、１日目の8:00～23:00と２日目の7:00～8:00が１日の拘束

時間となる。計16時間）

【１日目】

【２日目】
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勤務終了後の休息期間は８時間以上
（この事例だと、１日目の23:00～２日目の7:00が休息期間となる。計８時間）

例

24
時
間

15時間

1時間

8時間



１か月の拘束時間
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【１か月あたりの拘束時間について】
法定労働時間、労働した場合の１か月あたりの拘束時間は
１年間の法定労働時間:４０時間 ×５２週＝２,０８０時間
１年間の休憩時間 : １時間×５日×５２週＝ ２６０時間
（２,０８０時間＋２６０時間）÷１２か月＝１９５時間
３,３００時間÷１２か月＝２７５時間
２７５時間－１９５時間 ＝ ８０時間

※この計算は、事業場ごとの所定労働時間や休憩時間の違いや、
月の日数の違いを考慮していないため、あくまでも「目安」である。

改 正 前

▸ 拘束時間は、１か月について２９３時間を超えな
いものとする。

▸ ただし、労使協定があるときは、１年のうち６か月
までは、１年間についての総拘束時間が３,５１６時
間を超えない範囲内において、１か月の拘束時間を
３２０時間まで延⾧することができる。

改 正 後
【原則】
▸ 拘束時間は、年間の総拘束時間が３,３００時間、かつ、
１か月の拘束時間が２８４時間を超えないものとする。

▸ ただし、労使協定により、年間６か月までは、年間の総
拘束時間が３,４００時間を超えない範囲内において、
１か月の拘束時間を３１０時間まで延⾧することができ
るものとする。この場合において、１か月の拘束時間が
２８４時間を超える月が３か月を超えて連続しないもの
とし、１か月の時間外・休日労働時間数が１００時間未
満となるよう努めるものとする。

【例外】



改正の内容（１か月の拘束時間）
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【例１】（１か月の拘束時間の原則）

【例２】（１か月の拘束時間の例外）

年間６か月まで、年3,400時間以下で、月310時間
まで延⾧可能。

270
274

270

260
265 265

284

280

284 284

280

284

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

月284時間

290 290 290
280

270
260

270

310
300 300

264

276

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

年合計
3,300時間

年3,300時間以下かつ月284時間以下

月310時間

月284時間

年合計
3,400時間

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

月284時間超えは連続３か月まで。
月284時間超えの月（①～⑥）は、時間外・休日労働
が100時間未満となるよう努める。

※労使協定の締結が必要



１日の拘束時間
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改 正 後改 正 前

▸ １日（始業時刻から起算して２４時間をいう。以下
同じ。）についての拘束時間は、１３時間を超えな
いものとし、当該拘束時間を延⾧する場合であって
も、１日についての拘束時間の限度（以下「最大
拘束時間」という。）は１６時間とする。
この場合において、１日についての拘束時間が１５
時間を超える回数は、１週間について２回以内とす
る。

① １日（始業時刻から起算して２４時間をいう。以下
同じ。）についての拘束時間は、１３時間を超えな
いものとし、当該拘束時間を延⾧する場合であって
も、１日についての拘束時間の限度（以下「最大
拘束時間」という。）は１５時間とする。

② ただし、自動車運転者の１週間における運行がすべ
て⾧距離貨物運送であり、かつ、一の運行における
休息期間が住所地以外の場所におけるものである場
合、当該１週間について２回に限り最大拘束時間を
１６時間とすることができる。

③ ①②の場合において、１日についての拘束時間が
1４時間を超える回数（※）をできるだけ少なくする
よう努めるものとする。
（※）通達において、「１週間について２回以内」を目安として

示すこととする。

【原則】

【例外】



１日の休息期間
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改 正 後改 正 前

▸ 勤務終了後、継続８時間以上の休息期間を与える。 ① 休息期間は、勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう
努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものと
する。

② ただし、自動車運転者の１週間における運行がすべて
⾧距離貨物運送（※１）であり、かつ、一の運行（※２）に
おける休息期間が住所地以外の場所におけるものである
場合、当該１週間について２回に限り、継続８時間以上
とすることができる。この場合において、一の運行終了
後、継続１２時間以上の休息期間を与えるものとする
（※３）。
※１

一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送をいう。

※２
自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまで
をいう。

※３
一の運行における休息期間のいずれかが９時間を下回る場合には、
当該一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えるものとする。

【原則】

【例外】

休息期間の配分においては、トラック運転者
の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該運転者の
住所地（生活の本拠地）における休息期間が、
それ以外の場所における休息期間よりも⾧く
なるよう努める必要がある。
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改正の内容（休息期間の考え方）

◎休息期間は「継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし９時間を下回らない」時間であれば１日
の始業時刻から起算して24時間以内に11時間の休息期間を収める必要はない。

始業 終業 始業

9:00 24:00 11:00

拘束時間
15時間

休息期間
11時間

9:00

◎拘束時間の計算にあたっては、１日の始業時刻から起算して24時間以内に、１日の拘束時間が上限を超
えていないか確認することが必要となる。

◎休息期間の計算に当たっては、終業後に１日の休息期間や特例等で定める休息期間が確保されているか確認すること
が必要となる。

始業
9:00

拘束時間
12時間

終業
21:00

休息期間
11時間

8:00

始業

当日の拘束時間は９時からの24時間でカウントするため、12時間+１時間で合計13時間となる。翌日
の拘束時間は８時からカウントスタートのため、8:00～9:00まではダブルカウントとなる。

拘束時間
+1時間



《運転時間》
▸ 現行どおり

《連続運転時間》

▸ 連続運転時間(１回が概ね連続１０分以上（※）で、
かつ、合計が３０分以上の運転の中断をすることなく
連続して運転する時間をいう。以下同じ。)は、
４時間を超えないものとする。当該運転の中断は、原
則休憩とする。
（※）通達において、「概ね連続１０分以上」とは、

例えば、１０分未満の運転の中断が３回以上連続しないこと等
を示す。

▸ ただし、サービスエリア、パーキングエリア等に
駐車又は停車できないことにより、やむを得ず連続
運転時間が４時間を超える場合には、３０分まで延
⾧することができるものとする。

運転時間、連続運転時間

改 正 後改 正 前
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《運転時間》
▸ 運転時間は、２日を平均し１日当たり９時間、２週
間を平均し１週間当たり４４時間を超えないものと
する。

《連続運転時間》

▸ 連続運転時間（１回が連続１０分以上で、
かつ、合計が３０分以上の運転の中断をすることなく
連続して運転する時間をいう。）は、
４時間を超えないものとする。

【原則】

【例外】
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改正の内容（連続運転時間）

【例】連続運転時間の原則（改正後）

運転時間 中断

運転時間 運転時間 運転時間

概ね
10分以上

【例】 連続運転時間の例外（改正後）
20分 10分 ※ＳＡ・ＰＡ等に駐車できず、やむを

得ず連続運転が４時間を超える場合、
30分まで延⾧が可。

合計30分以上

1時間40分

35分

２時間

①

②

概ね
10分以上

合計4時間以内

③

運転時間 中
断 運転時間中

断 運転時間 中
断

運転時間 中断 運転時間 中
断

概ね
10分以上

運転時間 運転時間中断 中
断

運転
時間

中
断

4時間以内

30分以上

概ね
10分以上

概ね
10分以上

合計30分以上

合計4時間以内

合計4時間15分

※運転の中断 は、原則休憩。

※運転の中断は、１回概ね連続10分以上。

SA・PA等にはコンビニ・
GS・道の駅が含まれる。
一の連続運転時間につき

１回限り



例外的な取扱い

30

新 設

▸ 事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し、一定の遅延が生じた場合には、
客観的な記録が認められる場合に限り、１日の拘束時間、運転時間（２日平均）、連続運転時間
の規制の適用に当たっては、その対応に要した時間を除くことができることとする。
※ただし、１年・１か月の拘束時間、２週平均の運転時間から除くことはできない。

▸ 勤務終了後は、通常どおりの休息期間（※）を与えるものとする。
（※）休息期間は、勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものとする。

（具体的な事由）
ア 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合
イ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合
ウ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合
エ 異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった場合
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予期し得ない事象の考え方について（トラック）

◎運転前にあらかじめ当該事象が発生している場合
運転開始前の車両点検中であったとしても、事象が既に発生しているため「予期し得ない事象への対

応時間」に該当しない。ただし、例えば、運転開始後、休憩中に予期し得ない事象に遭遇し、その対応
に要した時間は、「予期し得ない事象への対応時間」に該当する。

◎異常気象（警報発表時）について
運転前に異常気象の警報が発表されていたものの、その時点では正常な運行が困難とは想定されず、

運転開始後に初めて正常な運行が困難となった場合、その対応に要した時間は「予期し得ない事象への
対応時間」に該当する。

◎「予期し得ない事象への対応時間」について、客観的な記録の具体例
「運転日報上の記録」に加え、「予期し得ない事象の発生を特定できる客観的な資料」

「予期し得ない事象の発生を特定できる客観的な資料」とは・・・
① 修理会社等が発行する故障車両の修理明細書等
② フェリー運航会社等のホームページに掲載されたフェリー欠航情報の写し
③ 公益財団法人日本道路交通情報センター等のホームページに掲載された道路交通情報の写し

（渋滞の日時・原因を特定できるもの）
④ 気象庁のホームページ等に掲載された異常気象等に関する気象情報等の写し

※ただし、当該事象について、遅延の原因となった個々の対応時間の特定が困難な場合には、
当該事象に遭遇した勤務を含めた実際の拘束時間や運転時間－運行計画上の拘束時間や運転時間＝当該事象への対応時間
として、一勤務を通じた当該事象への対応時間を算出することも可能。
この場合には、上記①～④の「予期し得ない事象の発生を特定できる客観的な資料」が必要だが、やむを得ず客観的な記
録が得られない場合には、「運転日報上の記録」に加え、当該事象によって生じた遅延に係る具体的な状況をできる限り
詳しく運転日報に記載しておく必要がある。例えば「予期し得ない事象」が運転中の災害や事故に伴う道路渋滞に巻き込
まれた区間や走行の時間帯等を運転日報に記載しておく必要がある。



特例①（分割休息）
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16:00

3:00 10:00

終業 始業

【例】（改正後）

▸ 業務の必要上、勤務終了後継続８時間以上の休息期間を与える
ことが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回
数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時
間の経過直後に分割して与えることができるものとする。

▸ この場合において、分割された休息期間は、１日において１回
当たり継続４時間以上、合計１０時間以上でなければならない
ものとする。

▸ 一定期間は、原則として２週間から４週間程度とし、業務の必
要上やむを得ない場合であっても２か月程度を限度とする。

▸ 分割は、２分割に限らず、３分割も認められるものとする。

改 正 前
▸ 業務の必要上、勤務終了後、継続９時間以上（※）の休息期間
を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における
全勤務回数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及
び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとす
る。
（※）⾧距離貨物運送に従事する自動車運転者であって、１週間における運

行がすべて⾧距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間
が住所地以外の場所におけるものである場合は継続８時間以上

▸ この場合において、分割された休息期間は、１日において１回
回当たり継続３時間以上、合計１０時間以上でなければならな
いものとする。

▸ なお、一定期間は、１か月程度を限度とする。
▸ 分割は、２分割に限らず、３分割も認められるが、３分割さ
れた休息期間は１日において合計１２時間以上でなければなら
ないものとする。

▸ この場合において、休息期間が３分割される日が連続しない
よう努めるものとする。

改 正 後

始業
10:00 17:00 20:00 3:00

始業
10:00

7時間 3時間 7時間 7時間

4時間 4時間 4時間 3時間 4時間 5時間

・１回当たり継続３時間以上、合計10時間以上

・３分割の場合は、合計12時間以上

拘束時間 休息期間

始業
10:00 14:00 18:00 22:00 1:00 5:00

始業
10:00
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特例①（分割休息）

◎「業務の必要上やむを得ない場合」について
自動車運転者の睡眠時間の確保による疲労回復の観点から、継続した休息期間を確保することが重要であり、休息期

間を分割することは本来好ましいものではなく、できる限り避けるべきものとされていることに十分留意することが必
要。

「業務の必要上やむを得ない場合」とは、例えば、出発直前に荷主から着時刻の変更の申出があり、休息期間を分割
せざるを得なくなった場合等がこれに該当する。

◎「一定期間（１か月程度）における全勤務回数の２分の１を限度」について
１か月程度ごとに全勤務回数の２分の１が限度となることを定めたものであり、１年間において、特定の１か月に限

定して分割休息を認めるものではない。
１か月の所定勤務回数における２分の１が限度となる。例えば、3/1～3/31 の間、所定勤務回数が20 日間のところ、

実際の勤務回数（始業時刻から起算して、次の休息期間が到来するまでの間を１回）が10 回の場合、所定勤務回数20 
日間の２分の１を限度（10 回まで）に分割休息を与えることができる。

◎「１日に２回の勤務がある場合」について
一の拘束時間と通常の休息期間（分割休息の場合は合計値）をもって１回の勤務を計算することとなる。したがって、

例えば、次のような勤務の場合、勤務回数は１回ではなく２回で計算することとなる。

13:00 18:00 23:00

7時間 5時間 5時間 5時間 8時間 9時間

6:00 4:00 12:00 9:00

分割休息合計10時間
勤務回数１回目

通常の休息９時間
勤務回数２回目



復路（途中運転交代）往路（途中運転交代）

特例②（２人乗務）

改 正 前

改 正 後

【例】（改正後:ア・イの要件を満たす車両内ベッド等において８時間以上の仮眠時間を与える場合）

最大拘束時間28時間以下

労働時間
12時間

(運転、荷待ち等)
休息期間
11時間

始業 終業
休息期間11時間以上

1:00 9:0013:00 17:00

▸ 自動車運転者が同時に１台の自動車に２人以上乗務する場合（車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。）
においては、最大拘束時間を２０時間まで延⾧することができる。また、休息期間は４時間まで短縮することができる。

▸ 現行どおり
▸ ただし、当該設備が次のいずれにも該当する車両内ベッド又はこれに準ずるもの（以下「車両内ベッド等」という。）であるときは、拘
束時間を２４時間まで延⾧することができる。
また、当該車両内ベッド等において８時間以上の仮眠時間を与える場合には、当該拘束時間を２８時間まで延⾧することができる。
この場合において、一の運行終了後、継続１１時間以上の休息期間を与えるものとする。
ア 車両内ベッドは、⾧さ１９８cm以上、かつ、幅８０cm以上の連続した平面であること。
イ 車両内ベッドは、クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。

労働時間
８時間

(運転、荷待ち等)

拘束時間 合計28時間

仮眠時間
８時間

38
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特例②（２人乗務）

◎２人乗務特例について
走行中の座席や車両内ベッドの利用に当たっては、関係法令の趣旨を踏まえ、安全な乗車を確保でき

るようにする必要があるが、運転者が運転している間、もう一人が座席や車両内ベッドで仮眠すること
は認められる。

運転席の上部に車両内ベッドが設けられている場合等、当該車両内ベッドにおいて安全な乗車が確保
できない場合には、２人乗務において使用することは当然に認められない。

休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間で、勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の
拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労
働者の全く自由な判断に委ねられる時間であり、休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる性格を有す
るもの。したがって、仮眠時間は休息期間には該当しないため、拘束時間として計算する必要がある。

◎勤務終了後、「継続11 時間以上の休息期間を与える」について
２人乗務特例について、勤務終了後、「継続11 時間以上の休息期間を与える」とあるのは、一の運

行終了後（帰庫後）、継続11 時間以上の休息期間を与える必要がある。

◎仮眠時間の分割について
２人乗務特例について、次の要件を全て満たす場合には拘束時間を28時間まで延⾧することができる。

その間の仮眠時間については分割して与えることができる。
（要件）

a 車両ベッドが一定の要件を満たす場合
・ ⾧さ198 センチ以上、かつ幅80 センチ以上の連続した平面であること
・ クッション材等により走行中の路面からの衝撃が緩和されるものであること
b 勤務終了後、継続11 時間以上の休息期間を与える場合
c ８時間以上の仮眠時間を与える場合



特例③（隔日勤務、フェリー）
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改 正 後改 正 前

【隔日勤務の特例】
▸ ２暦日における拘束時間は、２１時間を超えてはならないものとする。
▸ ただし、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、
夜間に４時間以上の仮眠時間を与える場合には、２週間について３回を限
度に、この２暦日における拘束時間を２４時間まで延⾧することができる
ものとする。この場合においても、２週間における総拘束時間は１２６時
間（２１時間×６勤務）を超えることができないものとする。

▸ 勤務終了後、継続２０時間以上の休息期間を与えなければならないものと
する。

【フェリー特例】
▸ フェリー乗船時間は、原則として、休息期間として取り扱うものとする。
▸ 与えるべき休息期間の時間から、フェリー乗船中の休息期間について減ず
ることができる。
ただし、減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの
間の時間の２分の１を下回ってはならないものとする（※１）。
（※１）２人乗務の場合を除く

なお、フェリー乗船時間が８時間（※２）を超える場合には、原則として
フェリー下船時刻から次の勤務が開始されるものとする。

（※２）２人乗務の場合には４時間、隔日勤務の場合には20時間

【隔日勤務の特例】
▸ 変更なし

【フェリー特例】
▸ 変更なし
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特例③（隔日勤務、フェリー）

◎「乗船中の時間は原則として休息期間」について
乗船中に運転日報を記載する時間や、車両を移動する時間は労働時間となるため、フェリー乗船中で

あっても休息期間とは認められません。また、フェリー乗船時間は１時間であっても、自動車運転者を
拘束している状態になければ、休息期間となる。

また、フェリーの乗船時間が８時間を超える場合には、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が
開始される。

◎フェリー特例について、リセットされるタイミング、すなわち次の勤務を開始する始点について
施行通達記第２の４（８）エにより、トラック運転者については、フェリーの乗船時間が８時間（２

人乗務の場合には４時間、隔日勤務の場合には20 時間）を超える場合には、「原則としてフェリー下
船時刻から次の勤務が開始される」とされているが、例えばフェリー乗船時間が８時間である場合、通
常、これを休息期間（下限９時間）から減算しても１時間が残るため、別途１時間以上の休息期間を確
保した上で、その休息期間が終了した時点で、次の勤務が開始されることになる。

◎下船後の休息期間が始業時刻から起算して24 時間を超えても違反にはならないか。
フェリー下船後に休息期間を与えた場合において、その休息期間が終了する時点が始業時刻から起算

して24 時間を超えたとしても、改善基準告示違反とはならない。
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休日の取り扱い Q&A４-23

◎休日取得例について
（例）１日目:休息期間９時間

２日目:法定休日24 時間
３日目:所定休日

１日目の休息期間９時間と２日目の法定休日を合わせて継続33 時間が確保されていれば、休日を与
えたこととなる。
なお、所定休日（３日目）については事業場の就業規則等に基づいて与えることが必要。



１．自動車運転者を取り巻く状況について

２．改正の内容ついて

３．時間労働及び休日労働に関する協定届について



▸ 時間外労働の上限規制は、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間

未満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度

▸ 自動車運転業務従事者の上限時間（臨時的な特別な事情の場合）は年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き

検討する旨を附則に規定。

時間外労働の上限規制について

10

法律による上限
（原則）

月４５時間
年３６０時間

・年720時間
・単月100時間未満

（休日労働含む）
・複数月平均80時間

（休日労働含む）
・法律による上限（原

則）を超えられるの
は年６か月まで

・年960時間
のみ１年間 ＝ １２か月

一般労働者

自動車運転者

法改正前 法改正後 法律による上限
（例外）

限度時間
（告示）

月４５時間
年３６０時間

など 特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間 ＝ １２か月

法定労働時間
１日８時間
週４０時間



▸ 自動車運転者については、令和６年４月以降、年９６０時間の上限規制の適用を受ける。

▸ 一方、一般労働者に適用される、４５時間超えの上限回数（６か月まで）、単月上限（１００時間未満）、複数月
平均上限

（８０時間以内）については適用がない。

→ ただし、この場合であっても、改善基準告示に定める拘束時間を遵守する必要がある。

適用猶予業種における時間外労働の上限規制

11

【令和６年４月～】【現在】
新技
術・新
商品等
の研究
開発業
務

鹿児島
県及び
沖縄県
におけ
る砂糖
製造業

医師建設
事業

自動車
運転の
業務

一般
労働者

－４５－－－４５限度時間
（原則）

月

－適用
あり－－－適用

あり
４５時間
超は６月
まで

－－－－－１００単月上限
(※)

－－－－－８０
複数月
平均上限
(※)

－３６０－－－３６０限度時間
（原則）

年
－７２０－－－７２０上限

新技
術・新
商品等
の研究
開発業
務

鹿児島
県及び
沖縄県
におけ
る砂糖
製造業

医師建設
事業

自動車
運転の
業務

一般
労働者

－４５４５４５４５４５限度時間
（原則）

月

－適用
あり－適用

あり－適用
あり

４５時間
超は６月
まで

－１００１００
(注２)

１００
(注1)－１００単月上限

(※)

－８０－８０
(注1)－８０

複数月
平均上限
(※)

－３６０３６０３６０３６０３６０限度時間
（原則）

年
－７２０

９６０
(※)(注３)

１,８６０
(※)(注４)

７２０９６０７２０上限

※ 休日労働も含む。
注１： 災害の復旧・復興の事業は、単月上限１００時間・複数月平均上限８０時間の規制は適用されない。
注２： 時間外・休日労働が月１００時間以上となることが見込まれる者は、３６協定に面接指導を行うこと等を定めることが必要。
注３： 医業に従事する一般の医師にかかる基準（Ａ水準）。休日労働を含む。
注４： Ｂ水準、連携Ｂ水準、Ｃ水準の指定を受けた医療機関で指定に係る業務に従事する医師にかかる基準。休日労働を含む。

面接指導、労働時間が特に⾧時間である場合の労働時間短縮措置、勤務間インターバルの確保等を３６協定に定めることが必要。
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時間外労働及び休日労働に関する協定届

令和６年４月１日から時間外労働の上限規制が適用されることに伴い、３６協定届の様式が改正されました。
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時間外労働及び休日労働に関する協定届

①
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時間外労働及び休日労働に関する協定届

②
限度時間を超えない場合



②
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②

限度時間を超える時間外労働が見込まれる場合
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②

58

②
限度時間を超える時間外労働が見込まれる場合
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３６協定で定める時間外労働及び休日労働について
留意すべき事項に関する指針

① 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。

② 使用者は、３６協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が⾧くな
るほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。

③ 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてださい。

④ 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間・年360時間）を超えることはできません。限度時間
を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも時間外労
働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。

◆限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴
い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければなりません。
◆時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、（１）1か月の時間外労働及び休日労働の時間、
（２）１年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づけるように努めなければなりません。
◆限度時間を超える時間外労働時間については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。

⑤ 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。

⑥ 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。

◆限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいことに留
意しなければなりません。
（１）医師による面接指導、（２）深夜業の回数制限、（３）終業から始業までの休息時間の確保（勤務間インターバル）、
（４）代償休日・特別な休暇の付与、（５）健康診断、（６）連続休暇の取得、（７）心とからだの相談窓口の設置、（８）配置
転換、（９）産業医等による助言・指導や保健指導。



参考資料紹介
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改 善 基 準 告 示 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 適 用 ） に 関 す る Ｑ ＆ Ａ

上記パンフレットで説明しきれない細かな部分について
解説しています。
上記パンフレットをご確認いただいてもご不明な点があ
る場合にご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/001441923.pdf

ト ラ ッ ク 運 転 者 の 労 働 時 間 等 の 改 善 基 準 の ポ イ ン ト

令和６年４月１日から自動車運転の業務に適用された時
間外労働の上限規制と、トラック運転者の労働時間等の
改善のための基準（改善基準告示）についてわかりやす
く解説しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/2023_Pamphlet_T
.pdf


